
食品衛生法が改正されました  

改正のポイント 
◎HACCPに沿った衛生管理の制度化【R2.6.1施行（実際の施行はR3.6.1）】   

◎営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設 【R3.6.1施行】 

 

 令和３年６月１日から、原則、全ての食品等事業者が、取り扱う食品や施設の規模に応じて「HACCP
に基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組まなければなりません。 

 食中毒のリスク等を考慮し、要許可業種、要届出業種、届出対象外の３つに区分されます。  

要許可業種（３４業種） 

 製造業、販売業、 
 飲食業、処理業 など 

許可業種以外 

  一部業種に届出制度あり 
  

要許可業種（３２業種） 
 製造業、調理業、処理業、 
   加工を伴う販売業 等 

要届出業種 

  温度管理が必要な包装    
   食品の販売業、保管業 等 

届出対象外 

  常温で保存可能な包装 
   食品の販売 等 

許可業種の 
新設・統合 
 
許可業種のうち、 

リスクの低いものは
届出業種へ整理       

ハ サ ッ プ  

 ＨＡＣＣＰの考え方を 
 取り入れた衛生管理 

 一般衛生管理のみ 

  ＨＡＣＣＰに 
  基づく衛生管理 

対象事業者 取り組むべき衛生管理 

・Ｂ及びＣに該当しない事業者 

・包装済み常温保存可能
食品の販売 など 

コーデックス
※
の７原則に 

基づくＨＡＣＣＰ 
※食に関する国際基準を定める政府間組織 

各業界団体が作成した 
手引書を参考とする 
簡略化されたＨＡＣＣＰ 

ＨＡＣＣＰは必要に
応じて取り組む 

事業者 

Ａ 

・製造店舗で小売販売する場合 
・飲食店などの調理業、パン製造業 
・食品を取り扱う従事者が50人未満の

小規模事業場 など  

HACCP（ハサップ）とは 
 原料の受け入れから製造、出荷までの工程ごとに食中毒など
の健康被害を引き起こす危害を予測し、特に重要な点を継続
的に監視することで製品の安全性を確保する衛生管理の手法 
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コーデックスの７原則 
①危害要因の分析 ②重要管理点の決定 ③管理基準の設定 
④モニタリング方法の設定 ⑤改善措置の設定 
⑥検証方法の設定 ⑦記録と保存方法の設定 



兵庫県内の相談・申請等窓口 

事 務 所 名 管 轄 エリア 住  所 電 話 番 号 

 芦屋健康福祉事務所 
 （保健所） 

 芦屋市  芦屋市公光町1-23  0797-32-0707 

 宝塚健康福祉事務所 
 （保健所） 

 宝塚市、三田市  宝塚市東洋町2-5  0797-72-0054 

 伊丹健康福祉事務所 
 （保健所） 

 伊丹市、川西市、猪名川町  伊丹市千僧1-51  072-785-7463 

 加古川健康福祉事務所 
 （保健所） 

 加古川市、高砂市、稲美町、 
 播磨町 

 加古川市加古川町寺家町 
           天神木97-1 

 079-422-0004 

 加東健康福祉事務所 
 （保健所） 

 西脇市、三木市、小野市、 
 加西市、加東市、多可町 

 加東市社字西柿1075-2  0795-42-9370 

 中播磨健康福祉事務所 
 （福崎保健所） 

 神河町、市川町、福崎町  神崎郡福崎町西田原235  0790-22-1234 

 龍野健康福祉事務所 
 （保健所） 

 たつの市、宍粟市、太子町、 
 佐用町 

 たつの市龍野町富永1311-3  0791-63-5683 

 赤穂健康福祉事務所 
 （保健所） 

 相生市、赤穂市、上郡町  赤穂市加里屋98-2  0791-43-2937 

 豊岡健康福祉事務所 
 （保健所） 

 豊岡市、香美町、新温泉町  豊岡市幸町7-11  0796-26-3664 

 朝来健康福祉事務所 
 （保健所） 

 養父市、朝来市  朝来市和田山町東谷213-96  079-672-6872 

 丹波健康福祉事務所 
 （保健所） 

 丹波篠山市、丹波市  丹波市柏原町柏原688  0795-73-3769 

 洲本健康福祉事務所 
 （保健所） 

 洲本市、南あわじ市、淡路市  洲本市塩屋2-4-5  0799-26-2065 

◎特定の食品による健康被害の届出の義務化 【R2.6.1施行】 

 厚生労働大臣が指定する特別に注意を要する成分を含む食品による健康被害が発生した場合、取り扱
う事業者から行政への届出が必要です。 

◎食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度化 【R2.6.1施行】 

 食品に触れる器具や容器包装に使用する合成樹脂について、安全性を評価されたものしか使用できな
いポジティブリスト制度が導入されます。これに伴い、器具・容器包装製造業の一般衛生管理の基準が新
たに定められました。また、合成樹脂を使用して器具・容器包装を製造する場合は、一般衛生管理に加え、
適正な製造を管理する取り組みが必要です。 

◎食品リコール情報の届出の義務化 【R3.6.1施行】 

 食品等事業者が製品の自主回収を行う場合、行政への届出が必要です。 

 営業所所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課までご相談ください。 

 下表の管轄エリアにない県内の保健所設置市（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市）の事業者
の方は、各市の保健所へお問い合わせください。 

その他の法改正のポイント 

０１健Ｐ２－１０４Ａ４ 

 兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課 
 神戸市中央区下山手通５‐１０‐１   ℡ 078‐341-7711（代表） 
 E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp 

 


